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経理＆給与→良い就職への道 



2 

 

給料計算超入門 

 

4 ページを確認してみましょう。このような給料明細書を作る作業を確認しま

しょう。 

 
○給与規定 

 

＜当社賃金規定抜粋：年間労働日数 240日、所定労働時間（１日）7時間 

 

○従業員情報 

＜坂本龍馬：扶養家族（配偶者あり）平成元年 11月 15日生まれ 

 

＜基本給 200,000、通勤定期代 5,000 

＜住民税（6月 11,000、7月以降 10,000） 

＜雇用保険対象 

＜社会保険対象（標準報酬 200,000） 

 

○給料計算 

 

①当月の勤怠 

 

 普通残業時間 10時間 

 

②残業手当を計算しよう 

 

 まず時間単価を計算しよう（基本給を月間労働時間で割る） 

  200,000÷140＝1,428.571・・・・ 

 

 普通残業単価を計算しよう（25％増し・・労働基準法で学習します） 

 （1,428.571・・・・×1.25）＝1,785.7142・・・ 

 

 当月の残業手当を計算しよう（単価×10時間） 

  （1,785.7142・・）×10＝17,857.142→17,858円（切上：従業員有利） 

 

① 雇用保険料を計算しよう（5/1000）・・＜社会保険講座で学びます＞ 

 

222,858×5/1000＝1,114.29→1,114円（四捨五入） 

 

② 社会保険を計算しよう＜社会保険講座で学びます＞ 

 

 健康保険 50/1000、厚生年金 87.37/1000（標準報酬 200,000に料率を乗じます） 

  

 健康保険 200,000×50/1000＝10,000円 

 厚生年金 200,000×87.37/1000＝17,474円 
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④所得税を計算しよう 

 課税対象額の計算 

 200,000<基本給>＋17,858<残業>－（10,000＋17,474＋1,114）<社会保険>＝189,270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 給与明細書（抜粋）を記入しよう 

 

 

課税対象額 189,270 と扶養家族

1人の交差する金額を求めよう 
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どうですか？少し難しかったかもしれませんが、ソフトを使えば簡単に計算できます。講

座では、4～5日間みっちり実施します。ご期待ください。 

 


